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● 市営住宅は、現在、２０団地２９棟６１６戸を管理している。 

そのうち６団地は昭和４０年代に建設されており、風呂釜が設置されて

いないなど、設備の陳腐化及び老朽化が進んでいる。【写真１】 

  また、構造上、エレベーターの増設が困難である。【写真２】 

 

● 昭和４０年代に建設した６団地については、令和１１年度から令和１６

年度にかけて、公共施設の耐用年数である建築後６０年目を迎えるため、

建替・除却等を検討する必要がある。 

 

● 全国的に、公営住宅は大幅な増加が見込めない状況にある一方、民間の

空き家・空き室は増加しており、総住宅数の１割を占めている。（国土交

通省ＨＰ、平成３０年住宅・土地統計調査【第４次住宅マスタープラン骨

子案１６ページ④のグラフ】より） 

 

● 第５２回府中市市政世論調査では、「市営住宅の拡充」は、２１の施策

分類のうち、「市への要望」の順位が低い方から２番目となっている。

【グラフ１】 

  また、「市営住宅の拡充」に係る市民の年度別要望割合は、平成１３年

度の１２．２％から下降を続け、令和２年度には４．２％まで落ち込んで

いる。【グラフ２】 

 

● 市営住宅の応募者数は、年々減少を続けている。 

  Ｈ２８：２１７人、Ｈ２９：１７０人、Ｈ３０：１６４人、 

Ｒ１ ：１１６人、Ｒ２ ：１００人 

   

 

 

 

 

今後１０年前後で更新期を迎える市営住宅６団地の今後のあり方の検討に

あたっては、民間の空き家・空き室が総住宅数の１割を占めていることや、

市政世論調査の結果、及び市営住宅応募者数の推移など、各種状況を踏ま

え、「民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの推進」を図りつつ、

市営住宅の将来的な需要の見通しなどを踏まえた適正な管理戸数とする。 

 

② 更新期を迎える市営住宅の建替え・除却の検討 

ア 市営住宅を巡る現状と課題 

イ 更新期を迎える市営住宅の今後のあり方について 

 

市営住宅の適正な維持管理 資料４ 
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● 昭和４０年代に建設した６団地のうち、最も建築年次の古い第十四分梅

町住宅は、令和１１年度に公共施設の耐用年数である建築後６０年目を迎

える。 

 

● 令和２年３月に改定した府中市営住宅等長寿命化計画では、令和１１年

度末（２０２９年度末）における市営住宅の必要数を５４９戸、令和２１

年度末（２０３９年度末）の必要数を４６１戸と推計している。 

【グラフ３】 

 

● 上記の推計値をもとに計算すると、６団地全てが耐用年数を迎える令和

１６年度時点での必要数は５０５戸となることから、６団地のうち少なく

とも２団地は、建替えにより残す必要がある。 

 

※６１６戸【現戸数】－（２４戸×４団地）＝５２０戸＞５０５戸【必要数】 

 

年度 Ｒ１１ Ｒ１２ Ｒ１３ Ｒ１４ Ｒ１５ Ｒ１６ 

耐用年数を 

迎える住宅名 

(各住宅戸数) 

第十四 

分梅町 

(２４) 

第十五 

四 谷 

(２０) 

第十六 

小柳町 

(２４) 

第十七 

小柳町 

(２４) 

第十八 

小柳町 

(２４) 

第十九 

分梅町 

(２４) 

市営住宅の 

必要数 
５４９ ５４１ ５３２ ５２３ ５１４ ５０５ 

 

 

 

 

 

府中市公共施設マネジメント推進プランでは、「施設の老朽化の状況や厳

しい財政状況を踏まえると、公共施設の全てをこれまでと同様に保有及び維

持管理していくことは困難な状況」としており、府中市公共施設マネジメン

ト基本方針では、「公共施設マネジメントを推進するための方策」の一つに

「施設の総量抑制・圧縮」を掲げている。 

また、国は、「住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大

幅な増加が見込めない状況」にある一方、「民間の空き家・空き室は増加し

ている」ことから、「それらを活用した新たな住宅セーフティネット制度」

を開始したところである。 

このほか、第５２回府中市市政世論調査の結果や、近年の市営住宅応募者

数の推移、今後の市営住宅必要数の推計結果の分析等を踏まえ、更新期を迎

える市営住宅の今後のあり方については、次のとおりとする。 

 

 

ウ まとめ 
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● 今後１０年前後で更新期を迎える市営住宅６団地については、市営住

宅の必要数を確保すること、及び、現時点で市営住宅が所在する各地域

に市営住宅を１棟以上確保することを前提とし、次のとおり、建替え・

除却を進める方向で検討する。 

 

 

第十四分梅町住宅 ⇒ 【建替え】 
第十五四谷住宅  ⇒ 【除 却】 

（第十三四谷住宅が所在するため） 
第十六小柳町住宅 ⇒ 【建替え】 

  第十七小柳町住宅 ⇒ 【除 却】 
  第十八小柳町住宅 ⇒ 【除 却】 
  第十九分梅町住宅 ⇒ 【除 却】 
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【写真１】昭和４０年代に建設した市営住宅の設備の陳腐化・老朽化状況 

     （事例：第十六小柳町住宅） 

 
天井のひび割れ 

 

 
風呂場（浴槽・風呂釜は入居者が設置）
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エアコン配管穴なし（窓上段の小窓を活用し、設置） 
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【写真２】エレベーター設置が困難である状況（事例：第十六小柳町住宅）  

 
一つの階の隣り合う２戸で階段を共用しており、３基のＥＶの設置が必要 

 
階段の踊り場と各住戸の入り口の間に階段が存在するため、たとえＥＶ 

を設置しても、各住戸の入り口まで階段の昇降が必要 

 



7 

【グラフ１】第５２回府中市市政世論調査概要版【市への要望】について 

「府中市に対しこれから特に力を入れてほしいこと」 
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     「市営住宅の拡充」の推移 

 

 
 

 

【グラフ３】府中市営住宅等長寿命化計画「市営住宅の必要管理戸数（推計）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※著しい困窮年収未満世帯数…公営住宅の施策対象（本来階層及び裁量階層）の世帯 

数のうち自力では最低居住面積水準を達成することが

著しく困難な年収である世帯数 
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